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甲 情 審 答 申 第 １ 号 

令和 7 年(2025 年)9 月 18 日 

 

甲賀市長  岩 永 裕 貴  様 

 

甲賀市情報公開審査会         

会長 遠 藤 幸 太 郎     

 

 

情報公開決定に係る審査請求について（答申） 

 

 令和７年６月２５日付け甲総務第２２３号で諮問された事項について、下記のと

おり甲賀市情報公開審査会としての意見をまとめましたので答申します。 

 

記 

 

第１ 審査会の結論 

   甲賀市長は、令和７年３月３１日付け甲す支第３４１１号で部分公開と決定

した別表に掲げる情報が記載された行政文書（以下「本件行政文書」という。）

のうち、令和３年２月１日より可能な限り最新の年月日までの期間の甲賀市民

であった者（以下「本件対象者」という。）の年齢及び異動日（死亡日・転出日・

転入日）を除いて、公開すべきである。 

 

第２ 審査請求に至る経過 

 １ 審査請求人は、甲賀市情報公開条例（以下「条例」という。）第９条第１項の

規定により、令和７年３月１７日付けで、甲賀市長（以下「実施機関」という。）

に対し、本件行政文書の公開請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

 ２ 実施機関は、令和７年３月３１日付けで本件請求に対し、部分公開決定（以

下「本件処分」という。）を行った。 
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 ３ 審査請求人は、行政不服審査法第１９条第１項の規定により、令和７年４月

３０日付けで、本件処分を不服として実施機関に対して審査請求を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

 １ 「甲賀市情報公開条例第６条第２号」に該当とされているが、「甲賀市情報公

開条例第６条第２号エの人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開

することが必要であると認められる情報」に当たるものと考えられる。 

   新型コロナワクチン接種後の健康被害は甚大であり、コロナワクチン予防接

種救済制度で認定９，０８１件（うち死亡認定１，００４件）、副反応疑い死亡

報告２，２６２件など健康に関する重要な統計情報である。 

 ２ 個人情報の保護に関する法律第２条に「個人情報とは生存する個人に関する

情報」とありこの範囲を不当に「生存しない個人」にまで広げ情報公開を拒ん

でいる。 

 ３ 甲賀市情報公開条例第３条第１項は、実施機関に対し、条例の解釈及び運用

に当たって文書の開示を請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に対す

る情報がみだりに公にされることがないよう最大限に配慮することを求めてお

り、同条例第１条の地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利

を保障するものとして、市の保有する行政文書の公開を求める権利を明らかに

するとともに、広く情報を公開することにより、市民の市政への参加の促進と

信頼の確保を図り、公正な市政の推進に資することを目的とするとある。 

   個人のプライバシー等の権利利益の保護の要請を重視するあまり、市民の知

る権利の要請への配慮に欠けることになる。この様な点を鑑みれば特定の個人

の識別可能性が抽象的なものにとどまる限り、「特定の個人を識別できるもの」

には当たらないと解するべきである。 

   また、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第６条第２項と同法第５

条第１号の情報とは個人の情報であって開示された情報と一般人が容易に入手

し得る情報と組み合わせると特定の個人が識別される場合も含むが、当該個人

と特別に関係がある者のみが有している情報と組み合わせることにより特定の

個人が識別される場合までは含まないと解される。（東京高等裁判所平成１５年
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１１月１３日判決参照） 

   情報公開を拒むことは「知る権利」や行政への参画促進、開かれた市政を尊

重する甲賀市の方針に反すると思われる。 

   新型コロナワクチンはロット番号によって被害がかなり違うこともワクチン

接種を慎重に考えている専門家により訴えられており、市や県、国が調べるべ

きことを調べてないため開示請求等で調べざるをえず、その権利を阻害してい

る。 

 ４ 上記の理由から本件決定の取り消しを求め、接種者の年齢・異動日（死亡日・

転出日・転入日）と新型コロナワクチンでの予防接種健康被害救済制度申請者

の年齢・性別・症状を開示していただきたく本審査請求を提起した。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

 １ 甲賀市情報公開条例第６条２号エは、個人に関する情報であっても、人の生

命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認めら

れる情報については非公開情報の対象外としているものであり、公開するかど

うかの判断に当たっては、これらの個人に関する情報を公開することにより得

られる利益と、非公開により保護される利益を比較考量する必要があるが、新

型コロナワクチン接種後の副反応疑いについては、既に厚労省のホームページ

に、ワクチンの種類ごとに、副反応の件数、症状、死亡報告数が公表されてい

ることからするとワクチン接種者の個人に関する情報を公開することにより得

られる利益が非公開により保護される利益を上回るとは考えられない。したが

って、本件非公開情報は、甲賀市情報公開条例第６条第２号エには該当しない。 

 ２ 個人情報の保護に関する法律第２条第１項に規定する「個人情報」と甲賀市

情報公開条例第６条第２号に規定する「個人に関する情報」では定義が異なり、

本市では、死亡した個人に関する情報も「個人に関する情報」の範囲に含まれ

ると解している。なお、個人情報の保護に関する法律においても、不開示とな

り得る情報である「個人に関する情報」は、生存する個人に関する情報のほか、

死亡した個人に関する情報も含まれるとしている。 

 ３ 死亡日、年齢、性別及び症状については、個人に関する情報であり、本市の
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ような人口規模やその地域性、また、広報紙などで死亡者情報が公開されてい

ることも考慮すると、公開された情報と一般人が容易に入手し得る情報と組み

合わせると特定の個人が識別される場合に該当するため、他の情報と照合する

ことにより識別され得るもの、又は公開することにより個人の権利利益を害す

るおそれのあるものと考えられる。また、死亡日以外の異動情報や年齢全般に

ついて非公開としなければ、年少者や１００才以上の方などの特定の属性を有

する者が非公開とされていることについて非公開とした意味が無くなってしま

うことから、異動情報及び年齢について非公開としたことには理由がある。し

たがって、本件非公開情報は、甲賀市情報公開条例第６条第２号に該当する。 

 ４ 以上の通り、本件処分において非公開とした部分は、甲賀市情報公開条例第

６条第２号に該当し、同号エに該当しないため、本件処分に違法又は不当な点

はない。 

 

第５ 審査会の判断理由 

 １ 本件の争点について 

   本件行政文書には、本件対象者の年齢及び異動日（死亡日・転出日・転入日）

と予防接種健康被害救済制度について申請のあった方の年齢・性別・症状に係

る情報が記載されていることから、これらの情報の条例第６条第２号の該当性

についてそれぞれ検討する。 

 ２ 条例の定めについて 

   条例第６条第２号本文は、「個人に関する情報・・・であって、特定の個人が

識別され、若しくは他の情報と照合することにより識別され得るもの、又は公

開することにより個人の権利利益を害するおそれのあるもの」については非公

開とすると規定している。また、同号ただし書では、「人の生命、健康、生活又

は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報」につい

ては同号本文に規定する非公開とする個人に関する情報から除くことを規定し

ている。 

 ３ 条例第６条第２号の該当性の判断について 

  （１） 本件対象者の年齢及び異動日（死亡日・転出日・転入日）について 
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    ア 本件対象者の年齢及び異動日（死亡日・転出日・転入日）については、

個人に関する情報であり、甲賀市の人口規模からすると年齢によっては

その人数が少ない場合があり、この場合には、当該年齢と当該人の異動

日の情報が相まって特定の個人が識別されるおそれがあること、また、

これらの情報のうち、死亡者の年齢及び死亡日に係る情報については、

市の広報紙等において、死亡した者の住所の一部、氏名、年齢及び死亡

届出が出された時期が掲載され、当該広報紙が本市の住民以外の者に対

しても希望があれば配付されるものであることを考慮すると、公開され

たこれらの情報と一般人が広く入手し得る情報と組み合わせると特定の

個人が識別されるおそれがあるといえる。 

    イ この点について、審査請求人は、個人情報の保護に関する法律第２条

に規定する個人情報は生存する個人に関する情報であり、この範囲を不

当に生存しない個人にまで広げて情報公開を拒んでいると主張している。 

      しかし、同法第７８条第１項第２号で規定される「個人に関する情報」

は、同法第２条第１項で規定される「個人情報」とは異なるものであり、

生存する個人に関する情報のほか、死亡した個人に関する情報も含まれ

ると解されている（個人情報保護委員会事務局令和４年２月（令和７年

７月一部改正）作成「個人情報の保護に関する法律についての事務対応

ガイド（行政機関等向け）」２０９頁）ことを考慮すれば、「個人に関す

る情報」（条例第６条第２号本文）に死亡者に関する情報も含むことを前

提としてなされた本件処分は、妥当であるといえる。 

    ウ したがって、本件対象者の年齢及び異動日（死亡日・転出日・転入日）

については、条例第６条第２号本文に該当する。 

    エ 次に、審査請求人は本件処分により非公開とされた情報（以下「本件

非公開情報」という。）が条例第６条第２号エに規定される「人の生命、

健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認め

られる情報」に該当すると主張しているため、この点についても判断す

る。 

    オ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要
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であると認められる情報とは、人の生命、健康、生活又は財産の保護の

必要性が公にすることにより害されるおそれがある個人の権利利益より

も上回る場合をいうものであり、公開の必要性も、その公にする必要性

と個人の権利利益を比較衡量した上で判断されるものである。 

    カ この点について、審査請求人は、本件非公開情報は、新型コロナワク

チン接種後の健康被害に関する重要な統計情報であるため、当該情報を

公開することが必要であると主張している。 

      しかし、本件非公開情報を公開することが、具体的に人の生命、健康、

生活又は財産の保護ため必要があるとまでは言えないことから、公にす

ることにより害されるおそれがある個人の権利利益よりも上回る場合に

該当するとはいえない。 

    キ したがって、本件非公開情報は、条例第６条第２号エには該当しない。 

  （２） 予防接種健康被害救済制度について申請のあった方の年齢・性別・症

状について 

    ア 予防接種健康被害救済制度について申請のあった方の年齢・性別・症

状については、個人に関する情報であり、上記のとおり甲賀市の人口規

模からすると年齢によってはその人数が少ない場合があり、この場合に

は、当該年齢と性別及び症状を、また、当該年齢と国の公表する情報等

を照合することにより特定の個人が識別されるおそれがあるといえる。 

    イ 一方で、審査請求人は、本件請求において予防接種健康被害救済制度

について申請のあった方の年齢については、年代別でも可能である旨述

べているところ、年齢ではなく年代別（例えば、４０代など）であれば、

性別及び症状、また、国の公表する情報等と照合したとしても特定の個

人が識別されるおそれがあるとまではいえない。 

    ウ また、年齢を除く性別及び症状のみの情報であれば、国の公表する情

報等と照合したとしても特定の個人が識別されるおそれがあるとまでは

いえない。 

    エ したがって、予防接種健康被害救済制度について申請のあった方の年

代・性別・症状については、条例第６条第２号には該当しない。 
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 ４ 小括 

   よって、本件行政文書のうち、本件対象者の年齢及び異動日（死亡日・転出

日・転入日）を除いて、公開すべきである。 

 

 以上により「第１ 審査会の結論」のとおり判断するものである。 

 

別表 

公開請求を受けた行政文書の件名又は内容 

１ 令和３年２月１日より可能な限り最新の年月日までの期間の甲賀市民であ

った以下の情報 

 ・抽出日時点の年齢（年代でも可能）・性別・死亡している場合は死亡日（可

能であれば死因も） 

 ・令和３年２月以降に転入した方については転入日 

 ・転出した場合は転出日 

２ １の中での新型コロナワクチン接種歴（特例臨時接種１～７回目と定期接種

のワクチン接種日、ワクチンメーカー、ワクチンロットナンバー） 

３ 新型コロナワクチンの副反応疑い報告について申請のあった死亡者・症状別

の件数。結果に於いて因果関係が有・無・不明・審査待ちの件数（可能であれ

ば年代別の件数）。 

４ 予防接種健康被害救済制度について申請のあった方の年齢（年代でも可

能）・性別・症状・可能であれば接種されたロットナンバー履歴。結果にワク

チンとの因果関係が有・無・不明・審査待ちの件数 

 


